
【FdData中間期末：中学社会公民】 
[平等権] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[法の下の平等(憲法14条)] 
[問題](1学期期末) 
「すべて国民は，( X )に平等であっ

て，人種，信条，性別，社会的身分又は

門地により，政治的，経済的又は社会関

係において，差別されない。」(第14条1
項) Xに適語を入れよ。 
 
[解答]法の下 

http://www.fdtext.com/dat/pdf_ko2_3_byoudouken.pdf
http://www.fdtext.com/dat/pdf_ko2_3_byoudouken.pdf


[解説] 
 
 
 
 
 
平等権
びょうどうけん

は基本的人権の基礎
き そ

となるもの

である。日本国憲法は14条1項で，「す

べて国民は，法の下
もと

に平等であって，人種
じんしゅ

，信条
しんじょう

，性別
せいべつ

，社会的身分又は門地
も ん ち

によ

り，政治的，経済的又は社会的関係にお

いて，差別
さ べ つ

されない。」と定めている。 
※出題頻度(14 条の穴埋め問題)：「法の

下に平等◎」「信条〇」「性別〇」 
「社会的身分又は門地〇」「差別されない

〇」「14条△」 
 



[問題](1学期期末) 
 次の文中の①～③に適語を入れよ。 
すべて国民は，( ① )の下に( ② )

であって，人種，信条，性別，社会的身

分又は門地により，政治的，経済的，又

は社会的関係において，( ③ )されな

い。 
[解答]① 法 ② 平等 ③ 差別 
 
[問題](2学期中間) 
 次の文中の①～④に適語を入れよ。 
すべて国民は，( ① )であって，人

種，( ② )，性別，社会的身分又は

( ③ )により，政治的，経済的又は社

会的関係において，( ④ )されない。 
[解答]① 法の下に平等 ② 信条 
③ 門地 ④ 差別 



[問題](2学期中間) 
 次の文中の①～④に適語を入れよ。 
日本国憲法の第( ① )条1項は，「す

べて国民は，法の下に平等であって，

( ② )，信条，( ③ )，( ④ )的身

分又は門地により，政治的，経済的又は

社会的関係において，差別されない。」と

定めている。 
 
[解答]① 14 ② 人種 ③ 性別 
④ 社会 
 
 



[問題](前期期末) 
法の下の平等について，日本国憲法第

14条1項では「すべて国民は法の下に平

等であって，(      )により，政

治的，経済的，又は社会的関係において，

差別されない」とある。(  )には 5 つ

の項目が入るが，あてはまらない項目を

次のア～キからすべて選び，記号で答え

よ。 
ア 学校の成績 イ 社会的身分 
ウ 信条 エ 門地 オ 性格 
カ 人種 キ 性別 
 
[解答]ア，オ 
 



[問題](1学期期末) 
憲法第14条1項を書け。 

 
[解答]すべて国民は，法の下に平等であ

って，人種，信条，性別，社会的身分又

は門地により，政治的，経済的又は社会

的関係において，差別されない。 
 
 



[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 人種，信条，性別，社会的身分など

によって差別されない権利を何とい

うか。 
(2) 日本では，女性は第二次世界大戦後

まで，政治的，経済的，社会的関係

において差別されていた。このうち，

女性が「政治的関係」において差別

されていた具体例を説明せよ。 
 
[解答](1) 平等権 (2) 女性には参政権

が認められていなかったこと。 
 



[男女雇用機会均等法] 
[問題](1学期期末) 
次の文の①，②の(  )内より適切な

語句を選べ。 
1985 年，①(男女共同参画社会基本／

男女雇用機会均等)法が制定され，雇用に

あたって，女性と男性を②(女性優先／平

等)にあつかうことが義務づけられた。 
 
[解答]① 男女雇用機会均等 ② 平等 
[解説] 
 
 
 
従来，女性は，社会に出て働こうとする

場合， 就職
しゅうしょく

が難しかったり，給与
きゅうよ

や

昇進
しょうしん

が男性と同じ基準ではなかったり



して，男性よりも不利にあつかわれがち

であった。これは 14 条で平等権を定め

た憲法の趣旨
し ゅ し

にも反する。女性が活躍
かつやく

で

きる社会をつくるためには，男性中心の

社会のあり方を考え直し，女性の就労
しゅうろう

の

機会を広げることが必要である。日本は，

女子
じ ょ し

差別
さ べ つ

撤廃
てっぱい

条約
じょうやく

の批准
ひじゅん

にあわせ，

1985年に男女
だんじょ

雇用
こ よ う

機会
き か い

均等法
きんとうほう

を制定し，

雇用における女性差別を禁止した。男女

雇用機会均等法は，1997年に労働基準法

とともに改正され，努力義務は禁止措置
そ ち

にかわり，また，セクシュアル・ハラス

メント(男女双方に対する性的ないやが

らせ)の防止も事業主の配慮
はいりょ

義務とされ

るようになった。 
※出題頻度：「男女雇用機会均等法◎」「女

子差別撤廃条約△」「セクシュアル・ハラ

スメント△」 



[問題](1学期期末) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 

( ① )が活躍できる社会をつくるた

めには，( ② )中心の社会のあり方を

考え直し，(①)の勤労の機会を広げるこ

とが必要である。1985 年に制定された

( ③ )法は，1997年に改正され，努力

義務は禁止措置にかわり，また， 
( ④ )(男女双方に対する性的ないやが

らせ)の防止も事業主の配慮義務とされ

るようになった。 
 
[解答]① 女性 ② 男性 
③ 男女雇用機会均等 
④ セクシュアル・ハラスメント 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 次の資料は，ある法律の第 1 条であ

る。この法律の名称を書け。 
「この法律は，･･･雇用の分野におけ

る男女の均等な機会及び待遇の確保

を図るとともに，女性労働者の就業に

関して妊娠中及び出産後の健康の確

保を図る等の措置を推進することを

目的とする。」 
(2) (1)の法律は，憲法の基本的人権のう

ちの何権にもとづいて制定されたか。 
(3) (1)の法律は，ある国際条約の採択を

受けて制定された。この国際条約の

名前を書け。 
(4) (1)の法律が防止するよう求めている

性的ないやがらせを何というか。 



[解答](1) 男女雇用機会均等法 
(2) 平等権 (3) 女子差別撤廃条約 
(4) セクシュアル・ハラスメント 
 
[求人広告] 
[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 上の求人広告をそのまま新聞に掲載

することはできない。どこをどのよ

うに直せばよいか。 
(2) (1)のような雇用における男女差別を

なくすことを目的に，1985年に制定

された法律は何か。 



[解答](1) 「男子営業社員募集」を「営業

社員募集」(または「男女営業社員募集」)
に直す。 (2) 男女雇用機会均等法 
[解説] 
男女雇用

機会均等

法によっ

て，例えば，

男性(または女性)のみを対象にした

求人
きゅうじん

広告
こうこく

は違法になった。また，上のよ

うな求人広告の場合，「総合職(男性)」を

「総合職(男女)」，「事務職(女性)」を「事

務職(男女)」と直さなければならない。 
※出題頻度：「求人広告の不適切な点を指

摘させる問題〇」 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の求人広告には問題がある。どこを

どのように直せばよいか。 
 
 
 
 
 
 
[解答]「総合職(男性)」を「総合職(男女)」，
「事務職(女性)」を「事務職(男女)」と直

す。 
 
 



[問題](入試問題) 
次の資料は，ある企業の求人広告の一

部である。この記載事項のうち，現在の

労働基準法に違反しているものを，①下

線部ア～ウの中から 1 つ選べ。②また，

違反している理由を書け。 
○○工場新入社員募集 

・資格 高校卒業以上 
・給与 固定給， 
 ア男子18万2千円，女子17万5千円 
・時間 9：00～16：30で，休憩を除 
 いたイ実働時間は，6時間40分 
 (1日あたり) 
・休日 ウ週1日，夏季・年末年始，有

給ほか 
(福島県) 
 



[解答]① ア ② 男女で異なった賃金と

なっているため。 
[解説] 
下線部イのように，男女の初任給に差を

つけるのは，労働基準法4条の「使用者

は，労働者が女性であることを理由とし

て，賃金について，男性と差別的取扱を

してはならない」という条項に違反して

いる。また，男女雇用機会均等法5条は

「事業主は，労働者の募集及び採用につ

いて，女性に対して男性と均等な機会を

与えなければならない。」と定めている。

この条項
じょうこう

にも違反する。 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の資料のように名称がかわったのは

どの条文と関係が深いか。第何条という

形で答えよ。 
    職業の呼び方の変遷 
看護婦  → 看護士 
保母さん → 保育士 
スチュワーデス → CA 
 
[解答]14条 
 
 



[男女共同参画社会基本法] 
[問題](1学期中間改) 
 1999 年に( X )基本法が制定され，

男性も女性も対等な立場で活躍できる社

会を創ることが求められている。こうし

た社会の実現のためには，育児・介護休

業法に基づいて男女ともに育児休業を取

得したり，保育所の整備を進めたりする

など，育児と仕事を両立しやすい環境を

整えることが必要である。文中のXに適

語を入れよ。 
 
[解答]男女共同参画社会 



[解説] 
 
 
 
 
今日においても，「男は外で仕事，女は家

で家事
か じ

，育児
い く じ

」という性別役割
やくわり

分担
ぶんたん

の考

えが残っている。しかし，女性の社会進

出が進んだ現在の社会では，そのような

固定的な考え方は妥当性
だとうせい

を失ってきてい

る。1999 年には男女共同
きょうどう

参画
さんかく

社会基本

法が制定され，男性も女性も対等
たいとう

に参画

し活動できる社会を創
つく

ることが求められ

ている。しかし，女性が結婚して子ども

が生まれても仕事を続けたいと願っても，

それを可能にする社会基盤
き ば ん

(保育所
ほいくじょ

など)
が十分でなければ，仕事を続けることは



できない。男女共同参画社会を実現する

ためには，仕事と育児
い く じ

が両立できる環境

を整えることが必要である。例えば，保

育所の受け入れ児童数の拡大をはかった

り，職場においては，育児
い く じ

・介護
か い ご

休業法
きゅうぎょうほう

に基づいて育児休業の取得を促進
そくしん

したり，

家庭においては，家族がそれぞれ育児や

介護を積極的に分担
ぶんたん

したりすることが必

要である。 
※出題頻度：「男女共同参画社会(基本

法)◎」「育児・介護休業法△」 
 
 



[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 企業での労働を含め，男女差別の解

消や，社会のあらゆる活動へ女性が

参加できる社会づくりがめざされて

いる。このような社会を何というか。 
(2) (1)のような社会を実現するために

1999年に制定された法律は何か。 
(3) 仕事と育児や介護などが両立できる

環境を整えるために制定された法律

は何か。 
 
[解答](1) 男女共同参画社会 
(2) 男女共同参画社会基本法 
(3) 育児・介護休業法 
 
 



[問題](1学期中間) 
 次の会話文を読んで，各問いに答えよ。 
母：女性が働くことについて，どう思う？ 
娘：そうね，1999年には，①男女の別な

く個性や能力を生かすための法律も

できたけど，まだ十分とはいえない

し，他にも②さまざまな環境作りが

必要だと思うわ。 
(1) 下線部①の法律を何というか。 
(2) 下線部②で，子供の保育のための休

暇を何というか。 
(3) 下線部②にふさわしいものを，次の

ア～オから3つ選べ。 
ア 保育園の施設を充実させる。 
イ 夫婦で家事の役割分担をする。 
ウ 夫婦別姓にする。 
エ 自分の親に子供の世話を任せる。 
オ 保育時間を延長するシステムを 
  つくる。 



[解答](1) 男女共同参画社会基本法 
(2) 育児休暇 (3) ア，イ，オ 
 
 
[問題](1学期中間) 
男女共同参画社会を築くためには，ど

のような取り組みが必要であるか。「育児

と仕事」という語句を使って簡単に説明

せよ。 
 
[解答]育児と仕事を両立できる環境を整

えていくことが必要である。 
 
 



[年齢別の働く女性の割合] 
[問題](1学期期末) 
次のグラフは，おもな国の女性の働い

ている割合を表しており，ア～エはアメ

リカ，ドイツ，スウェーデン，日本のい

ずれかを示している。日本にあてはまる

ものを，ア～エから1つ選べ。 
[解答]ウ 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 



問題のグラフのウが日本のものである。 
スウェーデン(ア)，ドイツ(イ)，アメリカ

(エ)とくらべて，30歳代の女性の働いて

いる割合が落ちているのが特徴的である。

これは，出産
しゅっさん

・育児
い く じ

のために仕事をやめ

るためと考えられる。40歳前後から割合

が再び増加しているが，子どもがある程

度大きくなって育児の手間
て ま

がかからなく

なったころ，今度は教育費などがかかる

ようになって，パート等の形で再び職に

つくためと考えられる。 
※出題頻度：「出産・育児のために仕事を

やめるから△」「子どもがある程度大きく

なると再び職につくから△」 
 



[問題](1学期中間) 
次の資料は日本における，女性の年齢

別の働いている割合を示している。これ

について後の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 30 歳代の働く女性の割合はどのよ

うに変化しているか。 
(2) (1)の変化をもたらしている理由とし

て考えられることを，簡潔に答えよ。 



(3) 40 歳前後から働く女性の割合が再

び増加しているが，その理由として

考えられることを，簡潔に答えよ。 
 
[解答](1) 減少している。 (2) 出産・育

児のために仕事をやめるから。 
(3) 子どもがある程度大きくなると再び

職につくから。 
 



[バリアフリー] 
[問題](前期期末) 
障がいのある人や高齢者が一般社会の

中で安全・快適に暮らせるよう，次の資

料にあるように，身体的，精神的，社会

的な障壁を取り除こうという考え方を何

というか。 
 
 
 
 
 

 
[解答]バリアフリー 



[解説] 
 
 
 
 
高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がいのある人たちが，社会で

安全・快適
かいてき

に生活していけるよう，身体

的，精神的，社会的なバリア(障壁
しょうへき

)を取

り除
のぞ

こうという考え方をバリアフリーと

いう。例えば，道路の段差
だ ん さ

をなくしたり，

階段にかわるスロープをつくったり，エ

レベーターの行き先階ボタンを，車いす

を利用する人の使いやすい高さにあわせ

たりする，車いすで乗降できる路面
ろ め ん

電車

やバスを運行させるなどである。 
※出題頻度：「バリアフリー〇」 
 



[問題](前期期末) 
 次の文を読んで，後の各問いに答えよ。 
障がいのある人やお年寄りが一般の社

会で，一般の人たちと一緒に安全に暮ら

せるように，身体的，( ① )的，社会

的な障壁を取り除こうという考え方を

( ② )という。 
(1) 文中の①，②に適語を入れよ。 
(2) ②の例として正しくないものを次の

ア～カから1つ選び，記号で答えよ。 
ア 多機能・多目的トイレ 
イ 点字ブロック 
ウ 電車やバスの優先席 
エ カメラ機能付き携帯電話 
オ 段差のない道路 
カ 車いすで乗降できるバス 

 



[解答](1)① 精神 ② バリアフリー 

(2) エ 
 
[問題](1学期期末) 
右の資料

を見て，次の

各問いに答

えよ。 
(1) 右 の 資

料に見られる工夫は，どのような考

えにもとづくものか。カタカナで書

け。 
(2) どのような人に対しての工夫か。2

つあげよ。 
(3) どのような工夫がなされているか。2

つあげよ。 
 



[解答](1) バリアフリー (2) 障がいの

ある人，高齢者 (3) スロープがつくら

れている。手すりが付けられている。 
 
 
[問題](入試問題) 
 バリアフリーとは，どのような考え方

をいうか，「高齢者や障害のある人たち

が，」という書き出しに続けて，簡単に書

け。 
(愛媛県) 
 
[解答]高齢者や障害のある人たちが，社

会で安全・快適に生活していけるよう，

さまざまな障壁を取り除こうという考え

方。 
 



[インクルージョンなど] 
[問題](2学期期末改) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 障がいがあっても教育や就職の面で不

自由なく生活できるといった( ① )の
実現が求められている。障がいのある人

の自立と社会参画の支援を目的として

( ② )基本法が制定され，さらに2013
年には，差別を禁止する障害者差別解消

法も制定された。 
 
[解答]① インクルージョン ② 障害者 
[解説] 
障がいがあっても教育や就職の面で不自

由なく生活できるといったインクルージ

ョンの実現が求められている。例えば，

公共の交通機関や建物では，障がいのあ



る人々も利用しやすいように，段差をな

くすといったバリアフリー化が進められ

ている。1970年に障がいのある人の自立

と社会参画の支援を目的として障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

が制定され，さらに2013年には，

差別を禁止する障害者差別解消法も制定

された。 
※出題頻度：この単元はときどき出題さ

れる。 
 
 



[問題] 
次の各問いに答えよ。 

(1) 障がいがあっても教育や就職の面で

不自由なく生活できることを何とい

うか。 
(2) 障がいのある人の自立と社会参画の

支援を目的として 1970 年に制定さ

れた法律は何か。 
(3) 2013年に，障がい者に対する差別を

禁止する何という法律が制定された

か。 
 
[解答](1) インクルージョン 
(2) 障害者基本法 
(3) 障害者差別解消法 
 
 



[部落差別の撤廃] 
[問題] 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 江戸時代に差別されていた，えた身分，

ひにん身分は，明治時代に「賤称廃止令」

(いわゆる「解放令」)によって廃止され

たが，その後も就職や教育，結婚などの

面で( ① )差別が続いた。これに対し

て(①)解放運動が起こり，1922(大正 11)
年には全国水平社が結成された。

1965(昭和 40)年に( ② )審議会が出し

た答申は，(①)差別の撤廃は国の責務で

あり，国民の課題であると宣言した。こ

れに基づいて法律が整備され，対象地域

の人々の生活を改善する同和対策事業や，

差別をなくす啓発活動が推進されてきた。

しかし，今もなお差別は解消されておら

ず，2016(平成28)年には，部落差別解消

推進法が制定された。 



[解答]① 部落 ② 同和対策 
[解説] 
 
 
 
 
部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

は，被差別部落の出身者に対す

る差別のことで，この問題は同和
ど う わ

問題と

もいう。江戸時代に差別されていた，え

た身分，ひにん身分は，明治時代に「賤称
せんしょう

廃止令
はいしれい

」(いわゆる「解放令
かいほうれい

」)によって

廃止された。しかし，その後も就職や教

育，結婚などの面で部落差別が続いた。

これに対して差別を打ち破ろうとする部

落解放運動が起こり，1922(大正11)年に

は全国水平社
すいへいしゃ

が結成された。 



1965(昭和 40)年に同和
ど う わ

対策審
たいさくしん

議会
ぎ か い

が出

した答申は，部落差別の撤廃は国の責務
せ き む

であり，国民の課題であると宣言した。

これに基づいて法律が整備され，対象地

域の人々の生活を改善する同和対策事業

や，差別をなくす啓発活動が推進されて

きた。しかし，今もなお差別は解消され

ておらず，2016年には，部落差別解消推

進法が制定された。 
※出題頻度：「部落差別〇」 
「全国水平社△」「同和対策審議会〇」 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 江戸時代のえた，ひにんという差別

された身分は，明治になって法律で

は廃止されたが，その後も，就職，

教育，結婚などでの差別は続いてき

た。この差別を何というか。 
(2) (1)の差別をなくすために，さまざま

な運動が展開されてきた。1922年に，

差別からの解放を求めて結成された

組織を何というか。 
(3) 1965年，(1)をなくすことは国の責務

であり，国民の課題であると宣言し

た答申を，政府に出したのは何とい

う機関か。 
(4) (1)を解消することを目的として，

2016年に制定された法律は何か。 



[解答](1) 部落差別 (2) 全国水平社 
(3) 同和対策審議会 
(4) 部落差別解消推進法 
 
[アイヌ民族への差別の撤廃] 
[問題](2学期中間改) 

( X )民族は古くから，北海道などで

独自の言葉と文化を持ち，歴史を築いて

きた。しかし，明治政府が伝統的な風習

などを禁止して同化政策を進めたため，

(X)の人たちは民族固有の生活や文化を

維持できなくなった。1997 年に，(X)の
人たちの民族としての誇りが尊重される

社会をつくることを目的として(X)文化

振興法が制定され，2019 年には(X)民族

支援法が制定され，(X)民族が先住民族と

して法的に位置づけられた。文中のXに

適語を入れよ。 



[解答]アイヌ 
[解説] 
 
 
 
アイヌ民族は古くから，北海道，樺太

からふと

(サ
ハリン)，千島

ち し ま

列島を居住地
きょじゅうち

とし，独自の

言葉と文化を持ち，歴史を築いてきた。

しかし，明治政府が伝統的な風習などを

禁止して同化
ど う か

政策を進めたため，アイヌ

の人たちは民族固有
こ ゆ う

の生活や文化を維持

できなくなった。この中で，アイヌ民族

への差別
さ べ つ

と偏見
へんけん

が強められていった。こ

れに対し，1997年に，アイヌの人たちの

民族としての誇
ほこ

りが尊重される社会をつ

くることを目的としてアイヌ文化振興法
しんこうほう

が制定された。 



2019 年にはアイヌ民族支援法が制定さ

れ，アイヌ民族が先住民族として法的に

位置づけられた。 
※出題頻度：「アイヌ民族〇」「アイヌ文

化振興法〇」「アイヌ民族支援法△」 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 

( ① )民族は古くから，北海道，サ

ハリン，千島列島を居住地とし，独自の

言葉と文化を持ち，歴史を築いてきた。

しかし，明治政府は(①)民族に日本文化

を強制する同化政策を進めた。これに対

し，1997年に，(①)の人たちの民族とし

ての誇りが尊重される社会をつくること

を目的として( ② )法が制定された。

2019 年には( ③ )法が制定され，(①)
民族が( ④ )民族として法的に位置づ

けられた。 
 
[解答]① アイヌ ② アイヌ文化振興 

③ アイヌ民族支援 ④ 先住 
 



[在日韓国・朝鮮人への差別の撤廃] 
[問題](1学期期末) 
現在の社会には，今なお，多くの差別

がある。女性差別や部落差別，アイヌ民

族への差別，在日韓国・( X )人への差

別，外国人労働者への差別，障がいのあ

る人たちへの差別などが，その例である。

文中のXに適語を入れよ。 
 
[解答]朝鮮 
[解説] 
 
 
現在，日本には多くの在日

ざいにち

韓国・朝鮮人
ちょうせんじん

が居住
きょじゅう

している。その中には，1910 年

の日本の韓国併合
へいごう

による植民地支配の時

代に移住
いじゅう

・強制
きょうせい

連行
れんこう

された人々の子孫
し そ ん

も



多い。現在においても，これらの在日韓

国・朝鮮人に対する差別は根強く残って

いる。こうした差別は，個人の尊厳
そんげん

と自

由・平等の基本的人権にかかわる問題と

して，早くなくさなくてはいけない。 
※出題頻度：この単元はときどき出題さ

れる。 
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うな問題が出て今までにないような成績

をとることができました。」，「製品の質の

高さと豊富な問題量に感謝します。試験
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